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【請願理由】 動物の生体を扱う業者については、従前は管轄の保健所に対し動物取扱業を行う旨届け出さえおこな

えば営業を開始できました。このため、虐待同然の環境で犬を飼育し、繁殖させる業者が野放しになっていました。

平成１７年に「動物の愛護及び管理に関する法律」（動物愛護法）が改正され、動物取扱業が「届出制」から「登録

制」に変わり、この改正によってはじめて、悪質な業者に対して登録の拒否や業務停止命令がおこなえるようになり

ました。ただし、一度営業許可が下りた後、各業者が実際にどのようにして犬の繁殖・販売をおこなっているかは現

状では把握できず、乱繁殖や乱販売を抑止するための効果としては不十分なものです。 

 マイクロチップは犬の首の後ろに注入する小型のチップで、専用のリーダーで読み取ることで犬の所有者の情報や

履歴をデータベースに照会できるというものです。このマイクロチップを販売前の仔犬の体内に挿入する事を生体販

売業者に義務付ければ、各業者がどのように犬の繁殖・販売をおこなっているか実態が一目瞭然です。これにより隠

れて悪質な繁殖・販売をおこなう業者を抑制し、行政による指導・監督をおこないやすくする事ができます。また、

マイクロチップの導入により犬の飼い主の把握が容易になるため、行政側にとっても犬の登録管理や適切な指導がお

こないやすくなり、動物愛護法の適格な運用をおこないやすくするメリットが生じます。 

 そこで、動物を販売する業者に対し、自らが販売する犬へのマイクロチップ挿入を義務化する事を目的とした動物

愛護法の改正を求める署名をおこないます。 

        

【請願内容】 

一 . 犬の生体を個人に販売する業者に対し、生後 4 週齢までにマイクロチップ挿入と所有者登録を義務付ける。  

一 . 犬の生体を個人に販売する業者に対し、生体を販売する際には必ず犬の所有者名義を、新しく犬の飼い主となる者の

ものに変更をおこなうよう、義務付ける。 
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             都 道 

            府 県 

             都 道 

            府 県 

※個人情報は当協会で適切に管理し、署名提出以外の目的では使用しません。 

＜署名送付先＞ 認定 NPO 法人 日本レスキュー協会 

        住所：〒664-0832 兵庫県伊丹市下河原 2-2-13  ＴＥＬ：072-770-4900  

＜署名締切日＞ 201 年  月 日（ ）までに上記住所に郵送でお送りください。 

＜注意事項＞ ・コピーや FAX・データは無効となります。住所は番地まで全てお書きください。 

       ・年齢制限はありませんが、日本在住の方に限ります。 

・住所・氏名は必ず直筆でペンを使用してご記入ください（鉛筆書きや判子は不可） 

・住所の一部を省略したものは無効になります。必ず番地までご記入ください。 

また、「同上」や「〃」などは使用しないでください。 


